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      告     示 

○解除予定保安林（森林保全課）                                   ２ 

○市街地再開発事業の変更認可（住宅政策課）                             ２ 

 

      公     告 

○地域森林計画の案（林政課）                                    ２ 

○地域森林計画変更計画の案（同）                                  ３ 

○同                                                ３ 

○同                                                ３ 
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◎群馬県告示第２３８号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和７年１１月４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字上川原３７８の７（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧に

供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２３９号 

 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の１６第１項の規定により、第一種市街地再開発事業の事業計

画の変更を次のとおり認可した。 

  令和７年１１月４日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の氏名又は名称 関東建設工業株式会社及び関東建設工業ホールディングス株式会社 

２ 事業施行期間 令和７年５月２３日から令和９年１２月３１日まで 

３ 施行地区 太田市飯田町１３８５番、１３８８番、１３８９番１、１３８９番２、１３８９番３、１３９０ 

番、１３９１番１及び１３９１番２の全部並びに１４０５番及び１４１２番の各一部 

４ 第一種市街地再開発事業の名称 太田駅南口第四地区第一種市街地再開発事業 

５ 事務所の所在地 太田市飯田町１５４７ ＯＴＡスクエアビル７階 

６ 施行認可の年月日 令和７年５月１３日 

７ 事業計画の変更の認可の年月日 令和７年１０月２４日 

 

 

 

 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定により、次のとおり利根上流地域森林計画の案を定め 

た。 

なお、計画の案は、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/672702.html）において公告の日 

から２７日間公衆の縦覧に供する。 

令和７年１１月４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

森林計画区 計画期間 包括区域 

■ 公  告 

■ 告  示 
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利根上流 令和８年４月１日から 
令和１８年３月３１日まで 

沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町 

 
 

 

 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定により、次のとおり利根下流地域森林計画変更計画の

案を定めた。 

なお、計画の案は、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/672702.html）において公告の日 

から２７日間公衆の縦覧に供する。 

令和７年１１月４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

森林計画区 計画期間 包括区域 

利根下流 令和４年４月１日から 
令和１４年３月３１日まで 

前橋市、桐生市 、渋川市及びみどり市 

 
 

 

 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定により、次のとおり吾妻地域森林計画変更計画の案を

定めた。 

なお、計画の案は、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/672702.html）において公告の日 

から２７日間公衆の縦覧に供する。 

令和７年１１月４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

森林計画区 計画期間 包括区域 

吾妻 令和５年４月１日から 
令和１５年３月３１日まで 

嬬恋村、高山村及び東吾妻町 

 
 

 

 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定により、次のとおり西毛地域森林計画変更計画の案を 

定めた。 

なお、計画の案は、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/672702.html）において公告の日 

から２７日間公衆の縦覧に供する。 

令和７年１１月４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

森林計画区 計画期間 包括区域 

西毛 令和７年４月１日から 
令和１７年３月３１日まで 

上野村、下仁田町及び甘楽町 
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